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先行者の暴行に途中から関与した事例と刑法 207 条適用の可否
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事実の概要

　１ 本決定によれば、本件の事実関係は、次の
とおりである。
　(1)　Ａ及びＢ（以下、「Ａら」と表記）は、被害
者に対し暴行を加えることを共謀した上、平成
29 年 12 月 12 日午後 9 時 23 分頃、被害者のい
るマンションの部屋に突入し、被害者に対し、カッ
ターナイフで右側頭部及び左頬部を切り付け、多
数回にわたり、顔面、腹部等を拳で殴り、足で蹴
るなどの暴行を加えた。
　(2)　Ａら突入の約 5分後、同部屋に踏み込ん
だ被告人は、被害者がＡらの暴行を受けて血まみ
れになっている状況を認めるや、Ａらに加勢しよ
うと考え、台所にあった包丁を取り出し、その刃
先を被害者の顔面に向けた。この時点で、被告人
は被害者に暴行を加えることについてＡらと暗黙
のうちに共謀を遂げた。その後、同月 13 日午前
0時 47 分頃までの間に、同部屋において、被告
人及びＡは、脱出を試みて玄関に向かった被害者
を 2人がかりで取り押さえて引きずり、リビン
グルームに連れ戻し、こもごも、背部、腹部等を
複数回蹴ったり踏み付けたりするなどの暴行を加
えた。また、Ａらは、被害者に対し、顔面を拳で
殴り、たばこの火を複数回耳に突っ込み、革靴の
底やガラス製灰皿等で頭部を殴り付け、はさみで
右手小指を切り付けるなどの暴行を加え、Ａが千
枚通しで被害者の左大腿部を複数回刺した。
　(3)　これらの一連の暴行により、被害者は、
全治まで約 1か月間を要する右第六肋骨骨折、全
治まで約 2週間を要する右側頭部切創、左頬部
切創、左大腿部刺創、右小指切創、上口唇切創の

傷害を負った。これらの傷害のうち、右第六肋骨
骨折及び上口唇切創については、いずれの段階の
暴行により生じたのか不明である。なお、被告人
が加えた暴行は、右第六肋骨骨折の傷害を生じさ
せ得る危険性があったが、上口唇切創の傷害を生
じさせ得る危険性があったとは認められない。
　２　検察官は、Ａ及びＢが本件部屋に突入する
時点までに、被告人とＡらとの間でＣを襲撃する
ことにつき事前共謀があった旨主張したところ、
第一審判決（東京地判平 31・3・26 刑集 74 巻 6 号
693 頁）は、被告人は自ら本件部屋に突入してＣ
に包丁を突きつけた時点で、Ａらとの間でＣに暴
行を加えることにつき共謀を遂げたと認定した
上、右第六肋骨骨折、左大腿部刺創及び上口唇切
創については、「Ａ及びＢの暴行によって生じた
ものか、被告人を含む 3名の共同正犯の暴行に
よって生じたものか不明であるところ、このよう
な場合も、結局は『その傷害を生じさせた者を知
ることができないとき』に当たる」として、刑法
207 条を適用し、これらの傷害について刑責を負
うとした。被告人側が控訴したところ、控訴審（東
京高判令 1・10・3刑集 74 巻 6号 705 頁）は、左大
腿部刺創につき被告人の加担後の暴行により生じ
たものと認定した上で、右第六肋骨骨折及び上口
唇切創については、刑法 207 条を適用した原判
決の判断を是認した。被告人側が上告した。

決定の要旨

　上告棄却。
　「刑法 207 条は、二人以上が暴行を加えた事案
においては、生じた傷害の原因となった暴行を特
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定することが困難な場合が多いことなどに鑑み、
共犯関係が立証されない場合であっても、例外的
に共犯の例によることとしている。同条の適用の
前提として、検察官が、各暴行が当該傷害を生じ
させ得る危険性を有するものであること及び各暴
行が外形的には共同実行に等しいと評価できるよ
うな状況において行われたこと、すなわち、同一
の機会に行われたものであることを証明した場
合、各行為者は、自己の関与した暴行がその傷害
を生じさせていないことを立証しない限り、傷害
についての責任を免れない（最高裁平成……28
年 3 月 24 日第三小法廷決定・刑集 70 巻 3 号 1
頁参照）。
　刑法 207 条適用の前提となる上記の事実関係
が証明された場合、更に途中から行為者間に共謀
が成立していた事実が認められるからといって、
同条が適用できなくなるとする理由はなく、むし
ろ同条を適用しないとすれば、不合理であって、
共謀関係が認められないときとの均衡も失すると
いうべきである。したがって、他の者が先行して
被害者に暴行を加え、これと同一の機会に、後行
者が途中から共謀加担したが、被害者の負った傷
害が共謀成立後の暴行により生じたものとまでは
認められない場合であっても、その傷害を生じさ
せた者を知ることができないときは、同条の適用
により後行者は当該傷害についての責任を免れな
いと解するのが相当である。先行者に対し当該傷
害についての責任を問い得ることは、同条の適用
を妨げる事情とはならないというべきである。
　また、刑法 207 条は、二人以上で暴行を加え
て人を傷害した事案において、その傷害を生じさ
せ得る危険性を有する暴行を加えた者に対して適
用される規定であること等に鑑みれば、上記の場
合に同条の適用により後行者に対して当該傷害に
ついての責任を問い得るのは、後行者の加えた暴
行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するもの
であるときに限られると解するのが相当である。
後行者の加えた暴行に上記危険性がないときに
は、その危険性のある暴行を加えた先行者との共
謀が認められるからといって、同条を適用するこ
とはできないというべきである。
　これを本件訴訟手続の流れに即していえば、本
件は、検察官が先行者と後行者である被告人との
間に当初から共謀が存在した旨主張し、被告人が
その共謀の存在を否定したが、証拠上、途中から

の共謀が認められるという事案であるところ、こ
のような被告人について刑法 207 条を適用する
に当たっては、先行者との関係で、その傷害を生
じさせた者を知ることができないか否かが問題と
なり、検察官において、先行者及び被告人の各暴
行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するもの
であること並びに各暴行が同一の機会に行われた
ものであることを証明した場合、被告人は、自己
の加えた暴行がその傷害を生じさせていないこと
を立証しない限り、先行者の加えた暴行と被告人
の加えた暴行のいずれにより傷害が生じたのかを
知ることができないという意味で、『その傷害を
生じさせた者を知ることができないとき』に当た
り、当該傷害についての責任を免れないのである。
　本件において、被告人が共謀加担した前後にわ
たる一連の前記暴行は、同一の機会に行われたも
のであるところ、被告人は、右第六肋骨骨折の傷
害を生じさせ得る危険性のある暴行を加えてお
り、刑法 207 条の適用により同傷害についての
責任を免れない。これに対し、被告人は、上口唇
切創の傷害を生じさせ得る危険性のある暴行を加
えていないから、同条適用の前提を欠いている。
そうすると、原判決には、被告人が同傷害につい
ても責任を負うと判断した点で、同条の解釈適用
を誤った法令違反があるといわざるを得ないが、
この違法は判決に影響を及ぼすものとはいえな
い。」

判例の解説

　一 　本決定の意義
　本件は、先行者の暴行に後行者が共謀の上、
途中から関与したが、被害者の負った傷害が共
謀成立前の暴行によるものか共謀成立後の暴行
によるものかが明らかではない事案である１）。本
件のような事案では、刑法 207 条の適用の可否
を巡って判断が分かれるところ、本決定は最高
裁として初めて同条の適用を認める判断を示す
とともに、同条の適用条件である「各暴行が当
該傷害を生じさせ得る危険性」の意味内容を明
らかにした。本決定の判断は、原判決の判断を
解釈適用の誤りとして一部説示したことに鑑み
れば、今後の下級審裁判例に影響を与えるもの
と位置づけられる。
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　二　刑法 207 条適用の対象とその根拠
　本決定は、最決平 28・3・24２）を引用した上
で、①「各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性
を有するものであること」、及び、②「各暴行が
外形的には共同実行に等しいと評価できるような
状況において行われたこと、すなわち、同一の機
会に行われたものであること」が証明された場合、
先行者の暴行に後行者が途中から関与したとして
も、刑法 207 条を適用することができることを
明らかにした。従前、先行者の暴行に途中から後
行者が関与したが、そこから生じた傷害が先行者
の暴行によるものか、後行者が関与した後の共同
暴行によるものかが明らかでない事案につき、同
条の適用の可否が議論されていたところ、下級審
裁判例では、承継的共同正犯が認められない場
合、同条の適用を積極的に認める傾向が看取され
る３）。その根拠は、主として、意思連絡のない各
人による同一の機会での暴行による傷害では刑法
207 条の適用の余地がある一方、先行者と後行者
の共謀の前後にわたる一連の暴行による傷害では
同条の適用の余地はないとするのは均衡を欠く結
論に至るという点に求められており４）、本決定も
また「むしろ同条を適用しないとすれば、不合理
であって、共謀関係が認められないときとの均衡
も失する」と述べている。もっとも、本決定のよ
うに、途中から先行者と後行者の間に共謀が成立
した事案につき、「同条が適用できなくなるとす
る理由はな」いとすることには検討の余地がある。

　三　刑法 207 条の趣旨とその判断枠組み
　この点に関しては、傷害罪の承継的共同正犯
との関係が注目される。すなわち、最決平 24・
11・6５）（以下、「平成 24 年決定」と表記）によれば、
従前の下級審裁判例と異なり、「共謀加担後の傷
害を引き起こすに足りる暴行によって……傷害の
発生に寄与したことについてのみ、傷害罪の共同
正犯としての責任を負う」とされるのである。も
とより、平成 24 年決定は、刑法 207 条の可否に
関する判断を示したものではない以上、その射程
には及ばない６）。しかし、同条の適用条件に鑑み
れば、平成 24 年決定は同条の枠組みに示唆を与
えるものと解されうる。というのも、従前の下級
審裁判例では、一定の条件の下で傷害罪の承継的
共同正犯を認めるがゆえに、「先行者の暴行」と
「先行者と後行者の共同暴行」において同条の適

用条件である同一の機会、すなわち「外形的には
共同実行に等しいと評価できるような状況」がか
ろうじて認められうるのに対し、平成 24 年決定
は下級審裁判例と異なる判断を示しているからで
ある。そうすると、本件事案との関係において「外
形的には共同実行に等しいと評価できるような状
況」の内実が問われるように思われる７）。
　この点、刑法 207 条は刑法・刑事手続法上の
原則を弛緩する特例であるところ、本決定はその
適用条件を明示するものの、その趣旨を必ずしも
明らかにしていない。そこで手がかりとなるのは、
同条の制定過程であろう。同条は共犯の特例を定
めた旧刑法 305 条を引き継ぎ修正したものとさ
れる８）。旧刑法 305 条が各暴行者による傷害の軽
重が明らかである共犯事例と不明である共犯事例
に関する特例であったところ、現行法は、原則と
して前者を総則の共犯規定を適用することとし、
後者を共犯関係の認められない事例、すなわち傷
害に関する意思連絡のない場合９）に修正し、共
犯責任を負わせることにした 10）ことに鑑みれば、
刑法 207 条は、外形上共犯と評価しうる同時暴
行において、誰も現に生じた傷害結果について責
任を負わないことを回避するために設けられた規
定であると位置づけられうる 11）。ゆえに、立法
の経緯を斟酌すれば、法文上にない「同一の機会」
は、外形上（実行）共同正犯と評価しうる同時暴
行に限定するための要件であると解しうる。
　上記の点を踏まえると、裁判実務上、少なくと
も傷害罪の承継的共同正犯を事実上認めない前提
の下では、後行者は先行者の単独暴行につき責任
を負わない以上、先行者単独の暴行から傷害結果
の発生に至るまでの過程を「同一の機会」と解し
難い。本件は、「先行者の暴行」と「先行者と後
行者の共同暴行」をそれぞれ認定することができ
る事案であり、後行者は先行者の暴行と関係を有
し得ない以上、「各暴行が外形的には共同実行に
等しいと評価できるような状況」を認めることは
困難であるように思われる 12）。このように考え
ると、本決定は、「同条が適用できなくなるとす
る理由はな」いとする以上、平成 24 年決定の意
義を事実上後退させるものと解される 13）。

　四　当該傷害を生じさせ得る危険性を有する
　　　「各暴行」の意味とその限界
　もっとも、本決定は、本件につき刑法 207 条
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の適用を認めつつも、その適用に当たり、「後行
者に対して当該傷害についての責任を問い得るの
は、後行者の加えた暴行が当該傷害を生じさせ得
る危険性を有するものであるときに限られる」と
説示する。この点、下級審裁判例では、「207 条
の場合よりも一層傷害の結果につき責任を負うべ
き場合に当たる」14）として、同条の適用範囲を政
策上広げるに当たり、本件の第一審判決や原判決
のように、「先行者の暴行」と「先行者・後行者
の共同暴行」を観念する構成が採られているよう
に思われる。そうすると、本決定は、それらとは
異なり、本件事案を同条適用の拡張類型ではなく
一類型と位置づけ、同時暴行を前提とした適用条
件を明らかにしたと解しうる。その限りでは、立
法趣旨に近い解釈であり 15）、刑法・刑事手続法
上の原則を弛緩する例外的な規定であることに鑑
みれば、従前の裁判例が示した適用範囲を抑制し
たものといえる 16）。しかし、かような論理構成
においては、途中から共謀して暴行を加えた場
合、法文上の「その傷害を生じさせた者を知るこ
とができない」との整合性が問われよう。という
のも、結果の帰属において先行者が既に責任を負
うにもかかわらず、「各行為者の暴行」と結果と
の間の物理的因果関係を改めて問題とするからで
ある 17）。

●――注
１）本決定の解説・評釈として知り得たものとして、内藤
恵美子「判解」ジュリ 1555 号 109 頁、同「判解」曹
時 74 巻 3 号 183 頁、前田雅英「判批」捜研 842 号 2
頁、和田俊憲「判批」法教 484 号 131 頁、北原直樹「判
批」研修 871 号 17 頁、坂下陽輔「判批」東北ローレ
ビュー9号 80 頁、阿部英雄「判批」創価ロー14 号 151
頁、小林憲太郎「判批」令和 2 年重判解（ジュリ臨増
1557 号）120 頁、朝山芳史「判批」判例秘書ジャーナ
ルHJ200029、光木春太「判批」警察公論 76 巻 10 号 87
頁、森住信人「判批」専修ロー17 号 243 頁、杉本一敏「判
批」判時 2505 号（判評 756 号）148 頁、唐澤英城「判批」
警論 75 巻 3号 163 頁がある。

２）刑集 70 巻 3 号 1 頁。同決定については、拙稿「判批」
近法 64 巻 2号 69 頁以下参照。

３）大阪地判平 9・8・20 判タ 995 号 286 頁、神戸地
判 平 15・3・20LEX/DB28095281、 神 戸 地 判 平 15・
7・17LEX/DB28095309、 横 浜 地 判 平 22・4・26LLI/
DB06550310。なお、公訴事実が共同正犯でなく、同時
傷害の特例の適用であった裁判例として、仙台地判平
25・1・29LLI/DB06850125（傷害致死罪の事案）参照。

４）東京高決平 27・11・10 東髙刑時報 66 巻 1 ＝ 12 号

103 頁も参照。
５）刑集 66 巻 11 号 1281 頁〔1284 頁〕。
６）石田寿一「判解」最判解刑事編（平成 24 年度）460 頁、
内藤・前掲注１）曹時 74 巻 3号 195 頁。

７）これに対し、「同一機会」を共犯現象との外形的類似性
を担保する要件ではないとする学説として、山口厚『刑
法各論〔第 2版〕』（有斐閣、2010 年）51 頁など。

８）倉富勇三郎ほか監修／松尾浩也解題『増補刑法沿革綜
覧〔増補復刻版〕』（信山社、1990 年）2200～2201 頁、
田中正身『改正刑法釋義 下巻〔復刻版〕』（信山社、1994 年）
1016 頁。現行刑法 207 条の沿革につき、樋口亮介「同
時傷害の特例（刑法 207 条）」研修 809 号 3 頁以下、玄
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